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平成20年10月８日（水曜日）
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会議に付託された議案等

○議案第14号 平成19年度宮崎県立病院事業会

計決算の認定について（継続議

案 平成20年９月定例会提案）
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委 員 横 田 照 夫
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委 員 西 村 賢

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）
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病院局

病 院 局 長 甲 斐 景早文

病 院 局 次 長 梅 原 誠 史兼 経 営 管 理 課 長

県 立 宮 崎 病 院

院 長 豊 田 清 一

事 務 局 長 日 高 勝 弘

県 立 日 南 病 院

院 長 長 田 幸 夫

事 務 局 長 矢 野 次 孝

県 立 延 岡 病 院

院 長 楠 元 志都生

事 務 局 長 中 武 賢 藏

県 立 富 養 園

園 長 代 理 河 野 次 郎

事 務 長 田 中 直 道

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

○権藤委員長 ただいまから委員会を開会いた

します。

初めに、病院局の答弁者について委員の皆様

方にお諮りをいたします。

常任委員会では、病院局については、通常、

事務局長及び事務長への質疑及び答弁を行って

おりません。しかし、決算審査におきましては、

審議が詳細に及ぶことが予想されますので、委

員会の円滑な運営を図るため、決算審査に限り、

事務局長及び事務長への質疑及び答弁を認める

ことにしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それではそのようにさせていた

だきます。

まず、病院局長にごあいさつをお願いいたし

ます。

○甲斐病院局長 それではごあいさつを申し上

げます。委員の皆様方には、御多忙の中、一昨

日及び昨日と２日間にわたりまして、４つの県

立病院の平成19年度決算状況を御審議いただき

ましてまことにありがとうございました。また、

貴重な御意見、御指導を賜りまして厚くお礼を

申し上げたいと存じます。

それぞれの病院でごらんいただきましたよう

に、19年度は、中期経営計画の２年目として、
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病院間に多少ばらつきはありますものの、病院

事業全体ではおおむね順調に進めることができ

たのではないかというふうに考えております。

現在、最重要課題として、病院局と各病院が一

体となって取り組んでおります医師確保の問題

などは、本県のみならず全国的な課題でありま

して、私どもの努力だけでは困難な面もありま

すが、病院事業を取り巻く環境が一層厳しさを

増す中で、今後とも、県民の皆様の期待や要望

にこたえ、高度で良質な医療を持続的・安定的

に提供していけるよう、また、こうした使命を

果たしていくためには、しっかりとした経営基

盤の確立が重要でありますので、今後ともさら

なる経営改善に向けて、病院局職員一丸となり

まして、全力を挙げて取り組んでまいる所存で

ございます。どうか委員の皆様方には引き続き

御指導と御支援を賜りたいと存じます。本日は、

県立病院事業関係の決算審査の総括質疑でござ

いますが、どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。

○権藤委員長 ありがとうございました。それ

では総括質疑に入ります前に、執行部のほうで

補足説明等がございましたら、お願いいたしま

す。

○梅原病院局次長 それでは、医療器械の共同

購入について御説明をさせていただきます。お

手元に「平成19年度決算に係る医療器械の共同

購入の効果について」ということで資料を配付

させていただきました。

この共同購入につきましては、中期経営計画

の推進の取り組みの一つといたしまして、平成18

年度からそれまで各病院でそれぞれに購入して

おりました物品を病院局として共同で購入し、

経費の削減を図るものでございます。その共同

購入制度の導入に当たりましては、資料のまず

１番にありますように、共同購入の考え方でご

ざいますが、まず複数の病院で同一の仕様で購

入できるもの、それから２番目に、スケールメ

リットによる価格の削減が見込まれるもの、３

番目に、全病院に安定して物品の供給ができる

業者が複数あるもの、こういった要件を満たす

物品について、共同購入の対象としているとこ

ろでございます。

平成19年度決算に係ります医療器械の共同購

入につきましては、下の効果額のところに上げ

ておりますけれども、４品目を対象といたしま

した。その結果、２番の効果にありますように、

同一仕様での購入及びスケールメリットによる

効果といたしまして、約1,500万円程度の削減が

図られたものと考えております。なお、同一仕

様での購入につきましては、各病院での機種間

のグレードをそろえるということで、不要な装

備といいますか、そういったものを省いて、各

病院で協議いただいて、納得をいただいた機種

について共同購入をさせていただくという形に

なっております。私からの説明は以上でござい

ます。

○権藤委員長 ありがとうございました。

それでは、これから総括質疑に入ります。委

員の皆さん方の質疑をお願いいたします。

○丸山委員 まず、共同購入のことについてお

伺いしたいのですが、４種類あったということ

なんですけれども、ほかにもいろいろ協議した

けれども、結局共同購入に至らなかったものも

あったというふうに認識してよろしいでしょう

か。

○梅原病院局次長 実を申しますと、購入額が

総額で160万円を超える、いわゆる購入金額が多

額に及ぶものは、全体では38品目ございました。

しかしながら、最初に申し上げましたように、
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同一の仕様で購入できるとか、あるいはスケー

ルメリットが得やすいとか、そういった要件に

合致したものがこういった品目であったという

ことでございます。

○丸山委員 今後ともできればそういった統一

できるものがあれば、スケールメリット等も含

めて協議していただければありがたいと思いま

す。逆に、あんまり統一することによって使い

にくくなると、また逆にいけない面もあると思

いますので、その辺は十二分に協議していただ

いてやっていただければと思います。

それと、これは機器なんですけれども、薬剤

関係はどのようにやっていらっしゃいますか。

○梅原病院局次長 医薬品についても、現在共

同購入に取り組んでおります。これは平成18年

度から取り組んだところでございますが、現在、

平成18年度、19年度、大体薬品は30億程度の購

入になっておりますけれども、それを差額とい

う形で、いわゆる薬価差益になりますけれども、

これで見ますと、大体9,700万円、約１億円弱の

削減効果が出ておるというふうに考えておりま

す。

○丸山委員 わかりました。次に、経営努力を

この辺からもしっかりやっていただいて、そし

てその積み重ねになっていくと思いますので、

きのうも延岡病院に行ったところ、なかなか医

者のほうも人員、マンパワーが非常に厳しくな

ってきているのかなというところも若干あるの

かなと感じているものですから、こういったも

のでも、できるのであれば経費節減に努力して

いただければありがたいと思います。

もう一つ、書類の21ページに、職員に関する

調査がついているんですが、全体からすると平

成18年から19年度には1,356名から1,346名、10

名減になっているんですけれども、きのうも富

養園のほうに行ったときには、事務職員がふえ

ているのが20名以外にふえたという説明があっ

たんですが、ここも事務職員が81名から88名と

全体で７名ふえているところなんですけれども、

それぞれ任命がえがこのとおりになっていると

認識していいのか、それをちょっとお伺いした

いと思います。

○梅原病院局次長 実際の職員としましては、

任命がえの職員がそのまま病院局の職員になっ

ているということではございません。

○丸山委員 ７名ふえたというのは、どういう

根拠というふうに見たほうがよろしいですか。

○梅原病院局次長 申しわけありません。ちょ

っと調べまして御回答申し上げたいと思います。

○丸山委員 なかなか事務局体制がそれぞれ見

させていただいたときに、ベッド数でもなくて、

延岡病院と宮崎病院と事務局員とか、富養園に

しても事務局員とか、仕事の内容が私たちもよ

くわからないのですけれども、そちらのほうが

ベッドの数とか仕事量でかなり量が違うのでは

ないかなというふうにあったものですから、そ

の点で今事務局員だけふえているというのは、

ここ辺も効率的にやるところがあればできるの

ではないかという発想があって、各病院に経営

企画担当というのがいらっしゃって、ここが経

営をやっているのか、また本課とどういう仕事

のすみ分けをやっているのかとか、若干その辺

がわからないものですから、まずそこを教えて

いただければと思います。

○梅原病院局次長 まず、各病院における経営

企画担当の役割でございますけれども、これは

もちろん各病院における患者数の動向と、それ

から診療科別の動向を分析して、毎月あるいは

毎週、病院内での協議検討に生かしているとい

うことでございます。本課、私どものほうでは、
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それを毎月１回、定例で経営企画担当者会議と

いうのを開催いたしまして、各病院の動向を把

握した上で全県的な対応が必要な課題等につい

ては、その場で協議を申し上げるという形にし

ております。

それから、事務職の人数と業務の関係でござ

いますけれども、もちろん御承知のように、患

者数それから職員数に比例して、職員数が必要

になる業務というのも多々あるわけですが、一

方で幾ら人数が少なくても、基礎的な事務とい

うのは定量的にあるという部分もありまして、

それが一概には職員数等に比例しない事務職員

の配分ということにもなっているのではないか

というふうに考えております。

○丸山委員 民間病院のことは全くわからない

のですけれども、民間病院としても同じような

人員配置をやっているというふうに思ってよろ

しいでしょうか。

○梅原病院局次長 例えば、職員関係で申し上

げますと、給与とか手当とか旅費とかそういっ

た事務がございますので、あるいは患者さんに

対しては診療関係の事務ということになります。

ですから、これは民間医療機関であっても公立

医療機関であっても、事務の内容は基本的には

同じだと思いますが、やはり絶対的な量が違う

部分があろうかと思っております。

○丸山委員 来年のことになってしまうかもわ

かりませんけれども、今度、こころの医療セン

ターが宮崎県立病院ともほとんど共通の中でさ

れるということなんですが、この医療センター

でも事務的なことをスペースがあるというふう

に聞いているのですが、それの少しでも効率的

な方法を図られるという人員配置も考えていら

っしゃるんでしょうか。

○梅原病院局次長 こころの医療センターの中

にあります事務スペースにつきましては、あく

までも医療スタッフの事務的な打ち合わせとか、

そういったものを想定したスペースになってお

りまして、いわゆる会計経理面での事務とか庶

務的なものについては、病院全体の中で行うと

いうことで、こういった事務部門の合理化とい

うのも今回の組織改正に合わせて図りたいと考

えております。

○徳重委員 各病院それぞれが努力をいただい

たということをいろいろ聞かされて、敬意を表

したいと思っております。ただ、医者が不足し

ているということで、医者の確保にも努力され

ていることはよくわかるのですが、どうなんで

しょうか、お医者さんの異動というのは、県病

院が４つありますが、各病院に対して、お医者

さんの異動というのをやられたことがあります

か。

○甲斐病院局長 基本的にはそういう形のもの

まで至っておりませんけれども、ちょっと本会

議で申し上げましたけれども、診療の一部にお

きまして、特殊な医療といいますか、そういっ

たものについての病院間での応援、そういう形

の対応だけでございます。それと、病院ともに

それぞれが不足気味にありまして、ほかにいろ

いろとデリケートな問題もありまして、なかな

か異動まで及ばないというような状況にござい

ます。

○徳重委員 病院によっては、余っている医者

はいらっしゃらないわけですけれども、お医者

さんが宮崎病院なら行きたいという方、あるい

は延岡病院なら行きたいという方がいらっしゃ

るのかなとも思ったりしたものですから、おい

でいただければそれぞれの病院に、日南病院な

ら行きたい、宮崎病院なら行きたい、延岡病院

なら行きたいというお医者さんがいらっしゃれ
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ば、ぜひその人たちを取り込んでいただいて、

また延岡から宮崎に移りたい、日南でも結構で

すよという方がいらっしゃれば、そちらのほう

に来ていただくというような形でやっていった

らどうかなとも思ったりしたんですが、そうい

う考え方は難しいんでしょうか。

○甲斐病院局長 委員御指摘のとおりでござい

まして、実は今の医師不足といいますか、全体

の病院の状況を踏まえながら、そういう可能性

も実は探りながら、個別にいろいろ御出身の状

況とかも踏まえながら、実は御意見等聞いてい

るんですけれども、なかなかそういうところま

で至ってないということです。現在、特に医療

職（一）につきましては、現在の今の配置状況

といいますか、配置の職場というのを希望とい

いますか、意向の職場でもあるというような状

況にございます。

○徳重委員 県立延岡病院においては市郡医師

会の皆さん方と全体の話し合いがされたり、そ

ういう工夫をいろいろされております。ある意

味ではすみ分けあるいは紹介等が積極的に行わ

れたと。結果として、患者数がふえたり、そし

て重篤の患者さんにおいでいただいたりという

ことでいい結果が出ているのかなと思いますが、

宮崎病院でもそういう形がとられているのか。

あるいは日南病院の場合は、そういった市郡医

師会はないんですかね。そうしたら、市の医師

会とのそういった連携が話し合いというんです

かね。すみ分け的なものがなされているのか、

ちょっと。

○長田日南病院長 地域連携のあれで、一応話

し合って、また私も医師会に所属しているもの

ですから、出ていっていろんな意見を言うんで

すが、やや医師会の動きが遅いので、そこでち

ょっと困るところはあると思います。

○豊田宮崎病院長 宮崎病院のほうでも医師会

との回数はそうないんですが、やっております。

幹部同士とかでやっております。それから、も

う一つ、地域連携課のほうでかかりつけ医の問

題とか、後方病院のこととかそういうのをかな

り活動を活発にやっておりますので、そういう

連携はとっているところでございます。

○徳重委員 医者が定着できる、そういう病院

にしてほしいし、そのためには医者が働きやす

いという環境、環境づくりということは、話を

聞くと過重な労働というものが各病院あるんじ

ゃないかなという感じを持ったわけですね。少

しでも医者のこういった過重な労働が緩和され

るような形でないと、定着は厳しいんじゃない

かなというような感じがしましたので、医者を

たくさん来ていただくということは絶対条件で

あることは間違いないんですけど、今いらっし

ゃいます先生方がとにかく長く勤めていただけ

るような感じに努力していただきたいと思って

おります。以上です。

○髙橋委員 今の徳重委員の質疑について申し

上げますが、医師会との連携ということで、医

師会との連携という前に自治体との連携があり

ますよね。私が感じるに、少なくとも医師会と

自治体の連携はなかなかうまくいってなかった

と私は認識しました。私どもでもいろいろ意見

交換会をする中で、いわゆる自治体がなかなか

医師会というのは開業医の先生たちが中心なも

のですから、ここは時間外とかやってくれない

だろうというという認識を感じていらっしゃっ

て、私どもが医師会に行くと、いや、私たちは

いろんな財政的に手当てしてもらえば、輪番制

で救急の方を診ますよということをおっしゃる

んですね。そこを私たちは自治体につないでい

きましたけれども、そういう連携をしっかりと
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っていただくべきだろうと思いますし、きのう

延岡病院で本当にすさまじい、過酷な医師の労

働実態を聞かせていただいて、本当にびっくり

したんですが、それは先生たちもたまりません

ねということを申し上げましたが、それをもっ

てちょうど日南病院の前の院長のあいさつ文を

ホームページで開いたら、救急体制を縮小され

たということを書いていらっしゃいましたけど、

ずっとそのままきているんでしょうか。日南病

院。

○矢野日南病院事務局長 救急体制につきまし

ては、非常に当直医あるいは待機医師の拘束が

大きいということで、負担をかけるということ

で、待機医師につきましては、基本的に１カ月12

回までできるという部分を、希望によりまして

はその半分、６回までというようなことでお願

いするという体制をとったところであります。

○髙橋委員 延岡病院は180日オンコールなんで

すよね。そことの違いがわかれば、月で幾らか。

○中武延岡病院事務局長 オンコールの体制の

ことでございますけれども、私たちの病院は、

オンコールを各課１名ずつ自宅待機という形で

とらせております。19課ございますけれども、

そのほとんどの課で１人は自宅待機をするとい

う形をとらせております。

○長田日南病院長 日南病院は、大きな課、外

科、内科とかそういう大きな課、約半分以上は

毎日のオンコールで、あとの小さな課というか、

その辺は少し少なくなっているという状態です。

○高橋委員 単純に考えて、延岡病院は総体数

の医師が日南病院に比べて多いから、非常に大

変だろうと思うのですよ。救急体制をとるのに

ですね。今回各病院を回って私申し上げません

でしたが、先ほど言いましたように、自治体の

姿勢ですよね。私は県北はよくやっていると思

いますよ。延岡も、意見交換もしましたし、現

に成果が出てますからね。どうも南のほうは自

治体に申し入れをしましたけれども、はっきり

言いますけど、私は首長の姿勢だと思います。

これからしっかり一次救急をどうするのかとい

うところの姿勢がしっかりないと県立病院だけ

ではもたないと思いますね。ちなみに中部病院

も自前でお医者さんがいらっしゃって、救急も

やっていますが大変みたいなんですね。どこも

お医者さん大変みたいなんですね。ここも私、

見学に行きましたけれども、ある意味気がつい

たら医師がいなくなっちゃった、そういうこと

もないわけじゃないわけで、非常に心配してお

りますが、自治体もこちらから押しかけるよう

な、そういうことも私必要じゃないかというこ

とをもう一つ申し上げておきます。

あと１点、丸山委員が職員に関する事項で質

問されましたけど、これ事務員ですよね。医事

課でしょう。医療事務課、医事課という話をし

ているんですよ。この業務内容を確認させてい

ただけませんか。医事課の業務内容。庶務課と

かは別にして。

○梅原病院局次長 現在、医事課につきまして

は、診療報酬の請求に関すること、あとカルテ

の管理等に関すること、そういったことが中心

になっております。あと、未収金の回収とか、

そういったのも担当しております。

○髙橋委員 おっしゃったように、診療報酬請

求とかカルテの管理チェックとか、未収金があ

りますね。ここのスタッフがどうかということ

も、私、実際最近、県立病院を回ることによっ

て感じたことなんですけど、おおむね３年で異

動されていますよね。その実態はどうですか。

○梅原病院局次長 現在の異動ローテーション

としては、おおむね３年ということになってお
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ります。

○髙橋委員 ３年で異動をしていいタイミング

とかは私は別に否定しないんですけど、ただそ

こにある程度のプロフェッショナルという方が

存在しないと、例えば診療報酬請求ももうちょ

っと違った請求の仕方が何かあるような話も聞

いたりして、簡単に言えば、損をしてる医療も

あるんじゃないだろうかという話も聞いたりす

るもんだから、その辺医療事務にたけた方が必

要になってくると思うのですね。ある意味、ま

だ無理かもしれませんが、医師に秘書をつけた

らという話もあるじゃないですか。そこも医事

課ができると、まだ医師の負担というのは、か

なり軽減されると思うのですよね。そこら辺の

考え方はどうなんでしょうかね。もうちょっと

プロフェショナル化されるというような、医事

課の体制。

○甲斐病院局長 今の医療クラークといいます

か補助の関係は、特に医師の業務の軽減といい

ますか、そういう視点から現在検討を一部して

おります。そういった本会議でも答えさせてい

ただきましたけれども、そういう事務の補助者

といいますか、現に配置してやっているんです

けれども、これだけでは軽減策としてまだ十分

でないだろうということもありますので、さら

に踏み込んだ形での検討を今やっているという

ことでございます。

それと異動関係でございますが、御指摘のと

おりでございますけれども、確かに特に医事課

というのは、そういう院内での重要な部署であ

るということと、御案内のとおり、診療報酬制

度といいますか、２年に１回改訂等がされてお

りますから、そういう面での異動のあり方、ロ

ーテーションのあり方といいますか、十分今後

検討していく必要があるというふうに認識をい

たしております。

○髙橋委員 ぜひ、医療資源に限りがある、今

医師確保という面で維持ですよ、まずは。その

方面に何をしたらいいか。できることがあるじ

ゃないですか。今局長がおっしゃったように。

ぜひできるところからやっていただいて、医師

が今疲弊していることに問題があるようですか

ら、そこをどうするか、今おっしゃったとおり、

ぜひ実行していただきたいと思います。

最後にもう１点。今回、鳥飼議員の質問でし

ょうか、６月に質問してますけど、決算の部分

で、いわゆる政策医療を抱えて、不採算部門と

かあって、かなりそのために経営が赤字だと認

識していますが、一般財源が57億も持ち出して、

えーっと驚きの声もある一方で、私はそれをや

らないと、政策医療不採算部門が成り立たない

んだよということを私たちは認識するんですが、

その数字的な収益的収支の公表について、いま

一つ聞きますけど、分けて別掲でできないもの

か、いま一度お答えいただけませんか。

○甲斐病院局長 この間もそういう御意見があ

りまして、私どもとしても、できるだけそうい

う面を把握したいという面はあるんですけれど

も、一つには、それぞれ患者さんを、あなたは

政策医療の分ですよ、あなたは不採算部門です

よと、そういうなかなか色分けができないとい

うことと、特にチーム医療をやっておりますと、

複数の診療科にまたがってやっているものです

から、そういったものが案分ができないと、い

ろいろございます。それとか不採算部門の対応

につきましても、その額の算定ということにな

りますと、それぞれの病院で行うすべての医療

分野におきまして、そういった政策医療とか不

採算となる部門、そういったものを区分するた

めに、それぞれの地域の動向といいますか、そ
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ういう地域の実情あるいは医療技術の進歩、そ

ういったものを踏まえながら、そういった範囲、

内容なんかをより明確にしていく必要があると

いうことから、なかなか算定に非常に困難な面

があるのが実態でございます。しかし、今後医

療といいますか、今後、いろいろな経営形態の

見直しとかいうことも大きな課題があるわけで

ございますから、そういったときに、県民の皆

様に対してもそういった県立病院の経営状況と

いいますか、的確に情報をするという面からも

必要なことであると、そういう認識はしている

ところでございます。いずれにしましても大変

重要なことでございますので、とにかく、まず

はそういう把握が正確にできるのか、そういっ

たものを十分検討しながら、もしそれができる

ということであれば、その結果として、当然そ

の方向で皆様にお知らせできる方向で取り組む

必要があると思っておりますけれども、その前

提がどうしても今なかなか難渋しているという

状況であることを御理解賜りたいと存じます。

○髙橋委員 であるならば、今その不採算部門

を額面に示せといったら出ないということです

よね。わかりました。何かわかるんですよね。

いろいろと案分とかしなきゃならないというの

はなかなか難しいなという思いもしました。た

だ、今やっぱり県民にとって、赤字という文言

は即インパクトが強いんですよね。赤字はだめ

だという認識が働くんですね。かといって、医

療というのはしっかり確保していかなければな

らないことはわかっていながらも、額面で示し

ていただくのと、なぜ赤字なのかということを

額面でお示しいただけたら、県民も受けとめ方

が違うと思うのですね。それはちょっと今でき

ないということですが、できたら公表してもい

いことでしょうから。何とか知恵を出さないか

んということでしょうね。それと、じゃ文章で

説明責任をもって県民に訴えることは可能だと

思うのですよね。トップの知事がみずからそれ

をおっしゃることになるのか、アピールの仕方

はいろいろあると思うのですが。県民にどう理

解を求めることが大事だと思うのですよ。結局

今どういうふうなものをお持ちなのか。

○甲斐病院局長 特に昨今の医師不足といます

か、そういう問題に派生しまして、非常に必要

なときに診療を受けられないのではないかとい

う不安、特にお年寄りの皆さんたちの不安とい

うのが非常に今噴き出ているような状況であり

まして、私もその辺をひしひしと感じていると

ころなんです。そういう中にあって、とにかく

医師の確保というのがまず最重要課題なんです

が、それともう一方では、そのための対応とい

いますか、一方で非常な夕張市に端を発したあ

あいう財政上の問題等がありまして、各地によ

りましては、その本体といいますか、行政その

ものが立ちいかなくなっていると、そういう繰

り入れの関係で。そういう面、医療をいかに県

民の皆様の御要望にこたえていく形での対応を

していくかという一面と、もう一方では、その

ためにやはり経営の健全性といいますか、そう

いったものをしっかりしていかなければならな

い。両面から非常にある面では相矛盾する部分

があるんです。それを補っていくためには、ど

の程度の病院会計への繰り入れが許していただ

けるものか、この辺の多分論議になってくるん

じゃないかと思っております。そういう意味で、

負担を、私いつも申し上げているのは、御負担

いただくのも県民の皆様だし、それに伴う医療

サービスと申し上げるのは、そのサービスの提

供を受けるのも県民の皆様でございますから、

その辺の両面から納得いただけるような形での
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議論といいますか、そういったものが必要だろ

うと思っております。それの基礎となりますも

のが、今いろいろお話に出ておりますような数

字の問題ではないかと思っております。だから、

できるだけそれが正確なといいますか、数字が

出ないとするならば、ある程度そういう文言で

といいますか、そういう形で少しでも県民の皆

様に御理解いただけるような説明責任といいま

すか、それが十分あると思っておりますので、

当然しなければならないとも思っておりますか

ら、そこをどういう形で展開していくのが、一

番非常に私も悩んでいるところでございまして、

何とか職員全員で何か知恵を出しながら、何か

取り組んでいきたいというふうに考えていると

ころでございます。

○髙橋委員 病院局長の気持ちはよくわかりま

した。政策医療をになっているわけでしょう。

国の責任を持ってやるべき事業であるわけで、

国だって県立病院がやっていることを県民に教

えてあげなくちゃならないし、政策医療という

言葉で言うとわからないですよね。不採算医療

とか言ってもですね。こういう表現の仕方もう

まくやることによって、県民が、そこまで大変

な仕事やっているんだと、国にかわってやって

いるんだと。すべてが57億が県の財源じゃない

わけで交付税で処理されている部分もあるんで

すね。そういう説明をしっかりしていただくこ

とによって県民の理解を得ることも。よろしく

お願いします。

○緒嶋委員 いろいろ御苦労されて中期財政収

支計画の収支差というのが縮小されて努力の成

果がその辺にあらわれていると思うのですが、

しかし、これがそうなっても、平成22年には250

億の欠損金が残ることは間違いないわけですよ

ね。そうなったときにどうするかという問題が

次の課題になるわけで、そのときどうするかと

いうのを今から議論していかなければいかんと

思うのですけど、そういう議論は当然病院局内

で内部的には進められているのかどうか、そこ

辺をお聞きします。

○甲斐病院局長 御指摘の件は、今、中期経営

計画の取り組み、今３年目ということで、とり

あえずこの３年間の経営の状況を踏まえながら

今後やっていくことだと思います。確かに委員

御指摘のように、今の総額の部分、それは当然

認識をしながらどうしていくかということを今

後検討していく必要があるというふうに思って

おります。

○緒嶋委員 その中で、内部留保資金の流れと

いうのはどういう形で今あるわけですか。内部

留保資金。

○梅原病院局次長 19年度末の内部留保金は

約25億円となっておりますけれども、その流れ

といたしましては、減価償却等の引き当て、そ

ういったものを留保しているという状況でござ

います。

○緒嶋委員 病院によってはいろいろ苦労され

てほかの病院の留保資金を流用しているという

か、そういう中でやっておられるということで、

４つの病院がお互い協力しながら、何とか経営

が成り立っているというのが実態だろうと思う

のですよね。その中で、言われたとおり、一般

会計繰入金、一般会計のほうから交付税措置も

活用されて50数億入れてやっておられる。それ

は制度としては当然でありますが、その中で県

民が平等に県立病院があることの恩恵を受ける

というのが、県下の公立病院、県立病院なら問

題ないと思います。ところが、西諸なんかでは

市立病院に支援をしようというのは、西諸あた

りはそういう恩恵を受けていない。県立病院の
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恩恵を受けていない。しかし、県の予算でほか

の病院は恩恵を受けているじゃないか。それが

やはり根本にあると思うのですよね。これは病

院局の問題じゃない、県の福祉保健の政策の中

で、そういう病院をどうするかというのは別の

立場ですけど、少なくとも県立病院は県民すべ

ての皆さん方に医療を提供し、安全・安心の最

後の受け皿になっておるんだというような使命

感と責任を持って進めていかなければ、そうい

う県民としての不公平感が出てくるわけですね。

だから、第三次を含めて、そのあたりで最後は

県立病院があるから、自分たちの命は守られて

いるというような、そういう使命感を、先ほど

言われた市町村あるいは医師会との連携を図り

ながら、全体としての中核的な県の医療行政の

中核としての重さというのを、もっともっと高

めていただく。そのためには、医師をいかに確

保するか。突き詰めればそこに来るわけですの

で、これについては、病院局、院長を初め、皆

さん方、それこそ総力戦でそこをうまくやるこ

とによって、県民のそういう理解が得られて、

みんながある程度の赤字はやむを得んじゃない

かというような形の中で将来の展望が開けてく

るのが私は理想じゃないかなという気がします

ので、そういう意味でのさらなる努力を強く要

望しておきたいというふうに思います。また、

小林あたりの医療の問題は、やっぱり私は福祉

保健の中では、これはある程度小林市立病院に

支援するべきは、私は別の角度から当然要求し

ていかないかん。あちらの医療圏を守るという

意味ではですね。金がないと、財政が危ないと

言うけど、そういうものじゃない。やっぱり平

等なものをある程度中核的なものには支援して

いく、それが県の均衡あるバランスだと、発展

だというふうにも思いますので、これは、病院

局とは直接のあれはないけど、我々はそういう

気持ちを持っておりますので、そういうつもり

で局長以下皆さん頑張ってほしいというふうに

思います。何かコメントがあれば。

○甲斐病院局長 御指摘のとおりでございまし

て、私どもは御案内のとおり、全県レベルの、

あるいはそれぞれの地域の中核病院として担っ

て、その役割を果たしていきたいと思っており

ます。当然、委員御指摘の件は十分、それぞれ

全職員が認識をしながら医療に従事していると

ころでございますので、引き続きそういう形で

取り組んでまいりたいと思っております。

○徳重委員 小さい話になるかもしれませんけ

れども、延岡に眼科医がいないということでし

たね。総合病院ということで、いろんな診察に

来られた方は、当然眼科はあると思います。宮

崎病院、日南病院にはいらっしゃって、それぞ

れかなりの患者さんがいらっしゃいます。宮崎

病院には２億４千万ぐらいの、日南病院で１億

４千万ぐらいの医業収入があるわけですから、

そういったことを考えましても、どうしても眼

科医を延岡病院に配置すべきと思うのですが、

局長いかがでしょうか。

○甲斐病院局長 御指摘のとおりです。今、延

岡病院におきましては、眼科と精神科のほうが

今休診をいたしております。あと、内科の一部

といいますか、消化器関係も休診している状況

でございます。御指摘のとおり、非常に重要性

といいますか、認識しておりますので、引き続

き医師の確保に向けて努力してまいりたいと考

えているところでございます。

○徳重委員 今どれぐらい眼科医はいないんで

すか。何年ぐらいいないのですか。

○楠元延岡病院長 18年８月から不在になって

おります。その後、昨日も申しましたように、
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いろんな医師派遣の要請はやっていますが、な

かなか常勤のドクターは今できてないというの

が現状です。そして現在やっている形態といた

しましては、週に１回来ていただいているとい

う形でやっております。お話のとおりに、現在

も常勤を要請しているというのは同じ姿勢でご

ざいます。

○徳重委員 そうすると、眼科にかかられる患

者さんというのは相当いらっしゃるわけですね。

県北地域には。民間の眼科医で間に合っている

というのは、その要望・要求というのは余り出

てきてないのですか。

○楠元延岡病院長 間に合っているとは思って

おりません。今、大学のほうから週１回大学関

係から派遣してもらっている先生の前には、開

業されている先生に来ていただいていたという

形です。これも昨日話した内容なんですが、眼

科を目的に来られた患者様だけでなくて、例え

ば内科でもいろんな形で眼科が必要であると、

また小児においても眼科が必要、それ以外でも

眼科が必要なといいましょうか、チーム医療を

やらなければならない患者様は多々おられます

ので、その必要性というのは十分感じていると

ころです。

○西村委員 先ほどからの話も踏まえて、我々

もやはり現場に行って、現場の病院の厳しい状

況の中で医療を守るということにすごく同情も

しておりますし、なかなかそれを踏まえると厳

しい意見も言いづらい部分は非常にあるんです

けれども、先ほど髙橋委員も言われたように、

どうして赤字なのかというものの県民への周知

が非常に足りてないと私も感じますし、やはり

一時延岡病院の医師不足のときにも、非常に県

民に対して時間外の利用を控えてくれというこ

とが効果を奏したというふうに聞いております。

やはりそうであれば時間外が非常に採算が悪い

のであれば、そういうことを訴えていくことも

大切だと思いますし、それ以外の不採算部門に

対する県民への協力を求めるということを第一

にやっていただきたいということも思いました。

もう一つ、医師会との連携に対しまして、今

私の日向市が非常に医師会のほうが頑張りまし

て、非常に医師の方々も高齢化にだんだんなっ

ているんですが、非常にいい取り組みをしてい

るんですね。やはりそこも、ある意味民間に学

ばせていただくという気持ちを持って、うまく

お互いが利用し合っていただきたいというふう

に思っております。

ここからが本題なんですけれども、その厳し

い中で財政再建策をしなきゃいけないという中

で、どうしても医師の給与もしくは看護師の給

与というものに対しまして、なかなかとめるこ

とができない。もちろん医師を確保するために

ある程度のお金が必要だというのも理解できる

んですが、ほかの公立病院にも波及することで

すし、特にこの中から私も質問させていただい

たんですが、医師を確保するのにも他県との競

争でよりお金を積んでいかなくちゃならないと

いう。医者に聞くと、医者の方々は、我々はお

金で行くんじゃないですよ、気持ちで行くんで

すよとか、働きたい上昇志向というか、気持ち

で行くんですよと話をするんですが、何か行政

側に立つとどうしてもお金を積んで医師を確保

していくような部分というのが見え隠れしてし

まうように感じます。ちょっと伺いたいのは、

診療科ごとによって医師の方の給料の差とかば

らつきみたいなものがあるのか。もちろん年功

序列的な部分はあるんでしょうが、そういう意

味で医師を確保した場合に、どのぐらいの医師

一人当たりの年間、先ほど眼科医は足りないと
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いう話を聞きましたけど、眼科医は例えば２名

入れた場合、どのぐらいのお金がかかるんでし

ょうか、教えてください。

○梅原病院局次長 医師の給料でございますけ

れども、平成19年度決算で見ますと、県病院医

師全体の平均が、平均年齢41歳で平均年収

が1,470万円弱となっております。したがいまし

て、診療科ごとには全く差はございませんので、

眼科医２名ということになりますと、その２名

分、約3,000万弱ということになろうかと思いま

す。

○西村委員 この1,470万円、大体41歳平均とい

うことのようですが、これは民間病院もいろい

ろありますね。開業医、もっといただいている

方もいるんでしょうけど、ある程度の大きい総

合病院と比較してはどうなんでしょうか。

○梅原病院局次長 民間の医療機関の医師等の

給与については、公表されたデータがございま

せんので、ちょっと民間との比較はできかねま

すが、全国の自治体病院での比較で申し上げま

すと、本県の平均給与というのは全国でも平均

以上だというふうに考えております。

○西村委員 平均以上というのは、若干来てく

れる医師がいないから、その分だけ少し高くし

なくてはいけないという意味なのか。もしくは、

時間外とかに来る患者さんが多くて、時間外手

当みたいなものを次々に乗せていくと、結果的

に多くなったのか、その違いですか。

○梅原病院局次長 もちろん医師も地方公務員

でございますので、そういった法の制約の中で

考えられる手当、処遇、こういったものを積み

上げていった結果が現在の給与水準になってい

るというふうに考えております。

○西村委員 もう一つ、時間外手当の部分が非

常に他県と比べて多いとか、本県独特のものが

何かありますか。

○梅原病院局次長 全国自治体病院の時間外の

実態等については、手元等にデータがございま

せんけれども、本県の医療から考えまして、時

間外の患者さんというのは、地域によりまして、

全国に比べて若干多い面はあろうかと思います。

しかしながら、時間外手当そのものは大体平均

的なところになっていると思いますので、特に

本県が給与の不足分を時間外手当等でカバーし

ているという実態ではないのではないかという

ふうに思っております。

○西村委員 貴重な数字をいただいてありがた

いのですが、宮崎県内においては非常に高収入

の、給与面だけで言えば、そんなに冷遇されて

いるわけじゃなくて、非常にいいとは思うので

すが、こういうことも踏まえて県民に説明して

いく必要もあると思います。また、逆に言えば

宮崎県から他県に行かれているお医者さん方も、

そういうのであれば宮崎に戻ってもいいとか、

いずれは宮崎に帰ってきたいという気持ちが逆

に医師確保につながっていけば、非常に大きな

予算を使ってやるよりもいいのではないかなと

思いまして、特に今開業医の方々も高齢化が非

常に目立つように感じますので、ぜひそのとこ

ろも踏まえていただきたいと思います。よそよ

りもちょっと給料が高いなという気はしたんで

すが、これをまたさっきの話になりますと、ほ

かの公立病院にこれがベースになって、高原の

ような病院なんかが非常に医師確保の問題で今

紛糾しておりますけれども、そういうことにな

らないような、他の公立病院にわたっての指導

なりベースになるものをしっかりつくっていた

だきたいと思います。以上です。

○横田委員 病院事業全体で２年連続中期計画

目標を大きく上回るということで非常に御努力
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いただいているなというふうに感じております。

一方で、医師不足によって一部診療科によって

は診療機能が十分に発揮できていないというこ

ともあるということでありますけれども、先ほ

ど緒嶋委員とか髙橋委員も言われましたけれど

も、全く私も同じ考えなんですが、不採算部門

を担うという非常に大事な役割がある公立病院

の中で、果たしてどこまで経営改善を求めてい

けばいいんだろうかと、非常に悩ましいところ

があると思うのですね。当然大きな債務を負っ

たら県民に負担がかかるわけだし、県全体の財

政に大きな影響を及ぼすということで、何とか

改善はしていかなければいけないなと思います

けれども、きのう延岡病院で現場の労働実態と

いいますか、勤務実態をお聞かせいただいたん

ですけど、本当にすごい勤務をしておられるな

というふうに思います。そういった中で、県民

に対する最後の頼み綱といいますか、そういう

医療を確保するためには、やっぱりそれなりの

職場環境といいますか、それを保つ必要が絶対

あると思うのですよね。私の知り合いの縁故の

方が千葉県の病院に勤めておられて、お医者さ

んなんですけど、今年度宮崎市郡医師会病院の

ほうに来てくださいました。その人の話を聞き

ますと、給料はちょっと下がったらしいんです

けど、勧誘してくださった皆さん方の熱意がま

さってこっちのほうに帰ってきていただいたと

いうことです。きのう延岡病院でもあったんで

すけど、お医者さんの働く意欲といいますか、

ただ忙しさに忙殺されてしまう毎日じゃなくて、

その中で学会に行ったり、自分の研究の論文を

書いたりとか、そういう余裕といいますか、そ

れも確保することが非常に大事だと思いますの

で、そういった意味で非常に悩ましい問題では

ありますけど、県民とかに理解をいただきなが

ら、ある程度のところで我慢をするべきところ

があるんじゃないかなというふうに私自身思っ

ているところです。これはコメントとか要りま

せんけれども、ぜひ大変な状況だと思いますけ

ど、御努力をいただきたいと思います。

○前屋敷委員 きのうもお話聞かせていただき

まして、実態が本当によくわかりました。また、

各病院で御努力されていることもよくわかりま

した。18年度から公立病院で宮崎で地方公営企

業法の全部適用ということで企業性を発揮せよ

ということになったわけで、皆さんがおっしゃ

られましたように、不採算部門であるこの民間

医療機関が、果たしてこういう企業性を発揮す

るようなことでいいのかということが私はちょ

っと問題で、ここで論議してどうということに

ならないことだということは十分わかっている

んですけれども、そういうことが一つはござい

ます。やはり最終的には公的病院として県病院

が地域医療の中核的な役割を担いながら、最終

的には一番頼られる病院として経営をしていか

なければならんという中で、さまざまに今医師

不足も含めて問題が発生しているんですが、し

かし、19年度で見ますと、患者数も入院も外来

も全体的には伸びている状況で、それだけ県病

院に対する信頼と期待があるというふうに私は

受け取りました。そういった中ですから、医師

の皆さん方も看護師の皆さん方も、そういう期

待を担って職場で働かれる。そのためには職場

環境を本当に整えなくちゃならないなというの

も、各病院で聞かせていただいて実感をしたと

ころでした。ですから、今、医師不足のために

診療を中止しているというところは、一日も早

く改善を図って住民の皆さんの期待にこたえな

くちゃならないというふうに思います。そして、

特に救急医療のところも、ぜひ充実を図ってい
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ただいて、これは地域の医師会病院との連携も

あるんでしょうけれども、そういったところと

の連携も強めながら、やはり命を預かるという

立場から、特に救急医療の体制を医師も含めて

看護師さんも含めて充実をさせていただきたい

というふうに思います。

これはちょっとお聞きできなかったんですが、

特にきのう、延岡病院の看護師さんたちの働く

環境の問題で、かなり夜勤でも苦労されておら

れる状況も聞きまして、全病院にも言えること

なんでしょうけど、看護や介護をする中で、依

然「ひやり・はっと」というところがありまし

て、一定のゆとりがないと、そのあたりをカバ

ーすることができないという状況が出てくるだ

ろうと思うのですね。そういっ意味では、医師

確保、看護師確保、御努力されていると思うの

ですけれども、喫緊の課題だというふうに思っ

ておりますので、今の現状がわかれば、それと

あわせて今後の見通しなどもお聞かせいただき

たいと思います。

○甲斐病院局長 委員御指摘のとおりでござい

まして、そういう両面と言いますか、安心して

医療・診療を受けていただくということと、そ

のためにはしっかりした経営基盤でないと、そ

ういう形の適切な対応ができないという両面を

念頭に置きながらやっていきたい。特に医師の

確保ということにつきましては、そういう県民

の皆さんの安心した医療といいますか、実現す

るためにも当然必要ですし、また経営の面から

も必要だという両面から医師の確保に全力を挙

げて取り組んでいきたいということと、そのス

タッフの状況を十分踏まえながら取り組んでい

るところなんですけれども、病院間によってか

なり働きたいという皆さんたちの意向といいま

すか、かなり差もございまして、そういう面で

非常に難渋している部分がありますけれども、

特に医師以外のスタッフにつきましては、すべ

て人事異動等によって十分対応しているという

ような状況にございます。それと、この経営を

ある程度念頭に置きながら進めていかなければ

いけないということになりますと、特に看護師

さんの場合は、育児休業とか産休ということで

ありますと、勤務できない期間というのも短期

間になってくるもんですから、そういう面で多

分看護師さんあたりの22条あるいは非常勤の方

があるということからの勤務の密度といいます

か、あるのかという感じがいたしますけれども、

そういう面も含めて、そういう診療に支障ない

ような形で、十分御指摘の件は認識しながら進

めてまいりたいと考えております。

○前屋敷委員 もう一回これは要望なんですけ

れども、病院として患者さんからの診療や受け

る立場からのいろんな御意見とか要望とかがあ

ると思うのですね。そういったものも十分受け

とめられるような体制もとっていただきたいし、

それから現場で働かれる先生方や看護師さんた

ちのいろんな要望や提案なども積極的に受けと

めるという、そういうシステムなどもぜひ構築

していただきたいと。そして病院の経営そのも

のにも生かしていただきたいということをお願

いいたします。

○山下副委員長 私も今回厚生常任委員会に来

まして、皆様方と勉強させていただいておりま

すが、この病院会計を現場サイドやら見させて

いただきまして、はっきり言って数字の大きさ

にびっくりしたところですが、累損で４つの病

院で250億と。そのことで数字にもびっくりした

んですが、だけど委員の皆様方からそれぞれ出

ましたように、地域医療を預かっていただく、

そして不採算部門の中でどうしても公立の病院
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としてその責任というのが大きなことも十分わ

かっております。都城からも日南の病院に行っ

たり宮崎病院で治療を受けてたくさんの方が助

かった方もおられますし、そのことは大変感謝

を申し上げておるんですが、ただ、今大変財政

難の中で、これだけの累損というのは、県民感

情から許されるのかなということを非常に私も

心配をいたしたところなんですが、その中でち

ょっと教えていただきたいことがあるんですが、

例えば日南病院で５億5,000万ほど単年度で損金

が出ているんですが、そのことの繰り越しの中

で、財務的にはどういう措置をされているんで

すか。結局普通の企業だったら、そういう赤字

の年が出てきますと、何とか黒字に持っていく

ように、そのばねと申しますか、そういう経営

体質というのが求められてくるんですけど、結

局累損に対しての借り入れの利子とかそこの発

生というのは全くないんですか。帳簿上出てく

る数字なんでしょうか。

○梅原病院局次長 ただいまの累積欠損金のま

ず意味といいますか、これにつきましては、経

営の体質といいますか、構造を示す一つの指標

であるというふうに考えております。公立病院、

特に県立病院事業につきましては、一般会計か

らの繰り出しはございますが、そのほかに企業

債は別といたしまして、利息のつく借入金とい

うのはございませんので、その分で赤字を補て

んするというような形にはなっておりません。

したがいまして、毎年度の収支の黒字、赤字、

これが一つの目安ということで償却前の黒字が

出るという段階は、日ごろの資金運用でショー

トしない段階を示すというふうに考えておりま

す。一方で、累積赤字というのは、将来にわた

って現在の事業を持続できるかどうかの一つの

目安になるものだというふうに考えております

ので、累積赤字そのものについて具体的にどう

いう処理をしなければならないというものでは

ないというふうに考えておりますが、ただ、将

来的にこういった病院事業を継続していくため

には、累積赤字を毎年度の黒字で消していくと

いったものが、一つの体質の改善が図られた証

拠になるのではないかというふうに考えており

ます。

○山下副委員長 どうしても私たちの感覚から

したら、例えば退職給与引当とか入ってないん

ですよね。一つの病院として見るから、我々は

まだ感覚が行き着かないところもあるかわかり

ませんが、例えば一般の病院とかそういうとこ

ろだったら退給も引き当てて、やめるときはそ

の事業の中で退職金も払っていかないといけな

いだろうと思うのですが、それから見ると県の

職員ということで県のほうから医者に対する、

やめられたときは看護師も退職金というのが払

われていくんでしょうけれども、それを手当て

していけば莫大な数字になっていくんだなとい

う思いで今見させていただいているんですが、

その決算の内容についても、私ども今から勉強

しながら、我々も県民代表でありますから、ま

た地域の中でもいろいろ我々もそういう理解を

求めながら話をしていきたいと思っております。

それと都城も、実は医師会病院の建設計画が上

がっておりまして、市の当局から言われること

は、やはり先ほど緒嶋委員も言われましたが、

地域間の医療の格差があってはいけないと。公

の県立病院として西諸を含む都城の医療体系と

いうのは、やはり県の恩恵を受けてないという

ことを皆さん言われるんですよね。そのことで

いろいろ話が出ますことは、都城・西諸の中で

の基幹病院としての何らかの県としての対応を

してくれという要望もあるもんですから、こう
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いう数字を見ながら、また我々は県のほうにも

要望していかないかんなという思いになったと

ころです。大変な状況でしょうけど、頑張って

いただきたいと思うのですが、先ほど、きょう

出していただきました追加提出資料の中で、共

同購入の効果、これをちょっと見て、私もえっ

という部分があったんですが、ちょっと教えて

いただきたいと思うのですが、例えば一番下の

人工呼吸器、これが宮崎・延岡病院でそれぞれ

購入されているんですが、今まで従前の購入価

格に対して削減単価、共同購入に差が出たのか

なと思っていたのですが、同じ機種であればな

ぜこれだけの価格差が出たのか、ちょっと教え

ていただきたいと思います。

○梅原病院局次長 この資料に記載いたしまし

た従前の購入単価につきましては、実際に前回

購入をしたものでございますけれども、その時

点では各病院で機種が統一されておりませんで

した。人工呼吸器につきましては、延岡病院で

導入いたしました機器は、成人と小児が兼用で

きるタイプということで、宮崎病院は成人用の

タイプでございましたので、その差になってお

ります。

○山下副委員長 わかりました。もう１点。き

のう富養園を見させていただいたんですが、面

積が５町６反ということで、宮崎病院のほうに

も今度来るということで、新しい工事現場も見

させていただきました。５万6,000平米ですから、

移転した場合、その跡地のことは何か考えてお

られるんですか。何か考えておられればお聞か

せいただきたい。

○梅原病院局次長 このことにつきましては、

これまで富養園は精神医療の本県の全県的な中

核施設ということでございましたけれども、一

方で患者さんが児湯地域を中心に分布している

ことから、今後につきましては、児湯地域での

精神の福祉医療の受け皿という形で、今後、民

間医療機関あるいは福祉施設等の誘致を含めま

して、そういった受け皿としての活用を検討し

てまいりたいと考えているところでございます。

○山下副委員長 その売却とか何とかいうこと

は全く考えておられないんですか。

○梅原病院局次長 そういった民間医療機関を

入れる場合に、当然手段としては売却あるいは

賃貸借、いろんな手法が考えられるのではない

かと考えております。

○権藤委員長 私のほうは、けさお配りいただ

いた資料の中で、共同購入をやって非常にメリ

ットが上がっているということだし、医薬品に

ついても30億円の共同購入をやっているという

ようなお話でした。ここで購入先として通常現

地法人としての医薬品会社、機器販売の営業所

というのが県内にありますが、それと全国レベ

ルで自治体病院協議会というもので自治体の需

要機器とかそういうものは格安で調達しようと、

そういう趣旨でやられていると思うのですが、

あんまり自治体病院協議会の取り扱い窓口が広

がってくれば、地元で営業していく薬屋さんと

か機器の販売を担当する人はもう要らないじゃ

ないかと、こういうような陳情を逆に受けたこ

とがあるわけです。そういったことですみ分け

といいますか、自治体病院協議会で器材購入あ

るいは医薬品等についても、こういったものを

やろうという方針なり基準というのがあれば、

お示し願えればと思います。

○梅原病院局次長 ただいまの業者の問題でご

ざいますけれども、基本的には民間での一般競

争入札を原則といたしております。ただ、地元

でメンテナンス等が対応できる軽易な器械とい

いますか、そういったものについて、価格のメ
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リット等があれば実際協議会等を通して購入す

るケースもある。しかしながら、医薬品等につ

いては一切ないということでございます。

○権藤委員長 わかりました。この点について

は、やっぱり地元の医薬品会社で医療機器も扱

っているというような小さな会社が、そのため

に高い価格で買いなさいとは申しませんが、民

間価格等を参考にしながら、一方では病院経営

の実態というのも厳しいわけですから、そうい

った面に即して、今後も運用いただければとい

う要望を申し上げたいと思います。

それから、もう一つ、私どもはこの決算評価

の場合に、中期経営計画との比較というのが出

てくると思うのですが、３年前につくられた計

画ということで見てみると、非常に５億とか幾

らと、その計画よりも改善されたというような

ことなんですが、これは７対１の看護の関係は、

中期経営計画にはどんなふうに織り込まれてい

るのかという点について。

○梅原病院局次長 中期経営計画の中で７対１

看護の取得も織り込んでおったということでご

ざいますが、それ以上に収益を確保することが

できたという結果になっております。

○権藤委員長 次に、各病院で予算編成等のと

きに、病院ごとの短期の経営改善なり、それか

ら中長期的に抜本的に変えていこうというよう

なもの等もあるのではないかと思います。ここ

で一々そういうのを言ってくださいという意味

じゃないんですが、やはり将来的にはカルテと

かいろいろ一段落したら、今度は次にはこうい

うものをやろうというテーマも上がってくるの

かなと、大きいもの小さいものあると思うので

すが、そういったこと等についても、先ほど来

の県民へのこれだけ努力してもこんなに赤字が

出るんですよというような実態、そういうもの

をわかりやすい形でアピールする必要があるの

じゃないかなという気がいたしております。ほ

かにいえば、未収金の問題も必死に改善努力は

しているんだけど、効果が上がっていない、一

言でいえば、そういうふうに進むわけですけど、

そうじゃなくて、もう少し具体的に徴収等につ

いては専門の人を置いて、夜討ち朝駆けじゃな

いですけど、従来から言われたのが電話をする

だけというようなことでは、督促とかそういう

趣旨が徹底しませんよと、やっぱりおるときに

顔を見てお願いをすると、そういうようなこと

が必要じゃないかというような姿勢等がわかり

やすい形で決算資料の中にも工夫をしていただ

くことが大事じゃないかなという気もいたしま

す。

それから、同じように、全国でこういう問題、

必死に顔を突き合わせて皆さん３者でやってい

ると思うのですね。そういう中に、私たちとし

て残念だなと思うのは、全国のデータ等も10万

人以下、20万人、30万以上とか、何かそういう

ような公立病院の姿というものが、みんな一生

懸命やっている実態というのがもう少しデータ

として、参考資料でもいいんです。だから、自

分たちは努力しなくていいとか、そういう意味

じゃなくて、全国で努力しているけど、実態は

こうですよというようなもの等を県民に、今後

の病院の存続の議論まで出てきているわけです

ね。市町村立の病院等でですね。ガイドライン

の作成も求められておりますので、それに先駆

けて県病院の場合には病院局を設置して３年計

画ということでやっているわけですから、そう

いうものが県民に理解をもっとされるというよ

うなことをぜひお願いしたいなというふうに思

っております。私は以上です。

○梅原病院局次長 先ほど御質問いただいてお
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りましたので、答弁をさせていただきます。こ

ちらの事業決算書の21ページ、職員数に関する

御質問をいただきました。この21ページの表の

中で、事務員が平成18年度81名から19年度88名

にふえているということでございますが、この

増分につきましては、まず18年度の技術員の22

名がございますが、このうち任命がえを受けま

せんでしたその下19年度の技術員８名及び他部

局へ転出をいたしました２名、合計10名を除く12

名が事務員として新たに発令を受けた分でござ

います。また、新たに一般職員のうち、５名が

人事体制の見直し等によりまして減員となりま

したので、12名ふえて５名減ったということで、

結果７名の増という形になっております。申し

わけございませんでした。

○丸山委員 私もなかなか業務内容がはっきり

わからないんですが、医者とか看護師、非常に

努力されていて、事務員のほうがふえているの

がわからなかったというのと、もう少し突っ込

んでいただいて、民間はどういう形でこういう

事務員配置をやっているのか。その場合、同じ

ような形で業務をやっていると思っているので

すが、その比較もしっかりそこ辺まで突っ込ん

でやっていただければ、雑巾をかなり絞ってる

んでしょうけれども、まだひょっとしたらこの

辺もあるのかなと、人件費や人数だけ見たとき

に思ったものですから、あえて言わせていただ

きました。

○緒嶋委員 私、ちょっと県会議員が長いもん

ですから、前の経緯がわかっておりますから、

延岡病院はレセプト自動式で、コスト縮減にな

るということでやられたんですが、その効果と

いうのは上がっているわけですか。

○楠元延岡病院長 現在は電子カルテシステム

で対応していますので、天井をはっているのは

今動いておりません。

○緒嶋委員 そういうことは、前は、先を見た

場合は必要ではなかったということになるわけ

ですね。

○楠元延岡病院長 あれを設置したとき私いな

かったので、どういう話でどういうふうになっ

てシステムが変わったか、ちょっと申し上げら

れないのですが、そのときにそういう検討がさ

れたかどうかもちょっとわかりません。

○甲斐病院局長 今の院長のとおりでございま

すけれども、この建設が平成５年から10年にか

けてでございましたので、特に５年からかかっ

たと聞いています。この時点ではまだ電子カル

テのこういう状況といいますか、想定できなか

った段階でございます。その段階で非常に先進

的な改善の予定で取り組んでいたものでござい

ますので、御理解賜りたいと存じます。

○緒嶋委員 今そういう情報化とかいろいろシ

ステムが１年１年物すごく改革というか前進す

るわけでありますから、私は相当金がかかって

いると思うのですね。ああいういわば天井にあ

れするというそれだけでも。県病院の工事がな

されておりますが、後になって無駄だったと言

われんような、そういう将来を見通した設備・

施設に相当頭を切りかえてもらわんと、そのと

きから将来がいいということにはならんという

ことでありますので、今後十分、こんなことを

言っても始まりませんけれども、そういう気持

ちで努力していただきたいということを要望し

ておきます。

○丸山委員 厚生常任委員会のほうでドクター

ヘリをということで千葉の北総病院に行かせて

いただいたときに、宮崎病院と北総病院はほぼ

同じ病床数を持っていながら、医師の確保に格

段の差があったんです。北総病院168名、宮崎病
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院89名、倍近く差があると。地理的条件も関係

しているのかなと思いつつ、今後は医療の集約

化がいずれは考えられることがあるんだろうと

いうふうに思っております。恐らく宮崎大学医

学部とも連携しなくちゃいけないと思っている

んですが、そういう医者の確保に関して、以前

も病院内で医師をつくっていくシステム、研修

医制度があるんですが、なかなかこれがうまく

いってないので、宮崎病院を中心にぜひ取り組

んでいただいて、宮崎病院から延岡とか日南と

かに派遣できるぐらいに、そういう医者をつく

る病院にもなっていただきたいと思っておりま

すので、そういった発想も、なかなか医者がい

ないと、そういう指導員みたいな人がいないと

つくれないとよく理解はしているんですが、一

歩一歩でも前進をしていただきたいということ

をお願いしたいと思っているのと、ドクターヘ

リに関しては、現場で救急救命士が医療メディ

カルをどうすればいいかというのもあると聞い

ているものですから、そういう指導も県立病院

とか福祉保健部がやるのかもしれませんけれど

も、連携しながら、そういった救急体制のあり

方も、救急救命士との連携とか、そういうよう

なあり方もしっかり構築をされて、一歩一歩で

もいいですから、しっかり積み上げていただき

たいということをお願いしておきます。

○豊田宮崎病院長 今、丸山委員がおっしゃっ

たとおりでございます。救急に関しましては、

救急専門医の確保、まずこれが第一だと。かな

り努力はしていますが、２人ほどは一応トレー

ニングを受けに今出てまして、将来的には夢の

ある話をしてくれております。北総病院は私も

行ったんですけれども、あそこはまず大学挙げ

ての、一番物すごく救急には力を入れている大

学ですので、かなりああいう設備ができている

のかなと。それから、土地柄非常に周りが平地

という条件もございます。それから、隣の県と

の、千葉と茨城との連携も非常にとれていると

いう状況で、なかなかあそこまでは理想像かな

と思いますが、少しでも足元に近づけるように

今努力していこうかなと、一歩でも前に進もう

と思っております。やっぱり理想を目指してや

っていくべきかなということを考えております。

○前屋敷委員 現在、研修医は全体で何人受け

入れていらっしゃるんですか。

○日高宮崎病院事務局長 現在34名宮崎病院は

受け入れております。

○矢野日南病院事務局長 日南病院は３名です。

○中武延岡病院事務局長 延岡病院は６名です。

○前屋敷委員 延べで43名の研修医の皆さんが

いらっしゃるということなので、しばらく期間

はかかりますけれども、ぜひ宮崎に定着ができ

るように、研修の間にぜひまた御努力もしてい

ただきたいと思います。

○権藤委員長 ３日間にわたりまして皆様方に

は決算審査のおつき合いをいただきまして、大

変御多忙な中ありがとうございました。以上を

もちまして総括質疑を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。御苦労さまで

した。

暫時休憩します。

午前11時27分休憩

午前11時30分再開

○権藤委員長 委員会を再開いたします。

議案第14号についての委員長報告は、議会運

営委員会の決定により、次回の定例会において

行うこととされておりますが、採決は本日でよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○権藤委員長 それではお諮りいたします。

議案第14号「平成19年度宮崎県立病院事業会

計決算の認定について」は、これを認定するこ

とに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 御異議ないようですので、その

ように決定いたします。

次に、委員長報告骨子案についてであります

が、特に御要望がございましたらお出しいただ

きたいと思います。

○緒嶋委員 正副委員長にお任せしますが、た

だ医師の確保というか、未収金の取り組みなん

かちょっと病院によって違うので、未収金が毎

年ふえるようでは私はだめだと思っております。

そういう意味も含めて、病院内の医師の確保に

最大限努力していくということでありますが、

あとは委員長に一任します。

○髙橋委員 今おっしゃったように、去年山下

次長が、連携してやっているとおっしゃいまし

たが、病院によって差がついています。やれる

ことをやってませんよね、まだ。私たち医事課

のことを言いましたけど、医師は物すごく不満

を持っているんですよ。医師、看護師は大体長

い年月でいる方々じゃないですか。医事課だけ

なんですよね。このスタッフがちゃんとそれな

りの年数を重ねて、後方支援してくれなければ、

医師のモチべーションが上がらないです。その

辺、改善をするとはおっしゃったんです。やれ

んことじゃないですよ。やれます。

○権藤委員長 お二方の委員から御意見が出ま

したが、また、今回の決算の各病院でも、それ

ぞれ皆さん方は、数字の面以上に努力の姿勢と

かが今求められているというようなことを再三

述べていただいたというふうに思っております

ので、そのあたりの厳しさや重要度というもの

を幾分か項目として御報告できるような内容に

なれば、また御相談をいたします。

それではお諮りいたします。委員長報告につ

きましては、正副委員長に御一任いただくこと

で御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 ではそのようにいたします。

その他で何かございませんか。それでは以上

をもちまして委員会を終了いたします。委員の

皆さん方には、３日間県内を飛び回っていただ

きまして大変お疲れさまでした。御苦労さまで

した。

午前11時34分閉会


